
大阪市使用済自動車解体業及び破砕業事前協議要綱  

 

 

制定 平成１６年７月１日 環境事業局長決  

 

（目 的）  

第１条 この要綱は、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第８７号。

以下「法」という。）、同法施行令（平成１４年政令第３８９号）及び同法施行規則

（平成１４年経済産業・環境省令第７号）に定めるもののほか、解体業及び破砕業

の事業計画に関して必要な事項を定めることにより、本市域における使用済自動車

に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保並びに施設の周辺地域での

生活環境の保全を図ることを目的とする。  

 

（事前協議の対象）  

第２条 次の各号のいずれかを計画している者（以下「計画者」という。）は、当該申請等

を行うにあたり、事前に市長と協議（以下「事前協議」という。）しなければならな

い。  

   （１） 法第６０条第１項又は第６７条第１項に規定する許可申請  

   （２） 法第７０条第１項に規定する事業範囲の変更許可申請  

（３） 法第６３条第１項又は第７１条第１項に係る事業の用に供する施設の概要

の変更に関する届出（周辺地域の生活環境に対する負荷が同等又は軽減され

る内容のものを除く。）  

 

（説明会の開催）  

第３条 計画者は、次に掲げる者に対し、事業計画を周知するための説明会を開催しなけ

ればならない。ただし、第２号について、法第６０条第１項の許可申請又は法第６

３条第１項の届出を行う場合は、この限りでない。  

 

   （１） 事業所に隣接する土地に係る建屋の占有者（以下「占有者」という。）（公

共用地、幅員１５ｍ以上の公道、鉄道、河川等を挟んで接している者を除く。） 

   （２） 事業所の敷地境界から１００ｍの区域内に居住する者等及びそれらを含む

地元を代表する組織  

   （３） その他生活環境保全のため市長が特に必要と認める利害関係者  

 

（説明会開催計画書の提出）  

第４条   計画者は、説明会の開催にあたって、あらかじめ、説明会開催計画書（様式第１

号）に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。  

（１） 事業所付近見取図  

（２） 説明会で配布する書類  

 



（事前計画書の提出）  

第５条 計画者は、事業計画書（様式第２号）に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出

しなければならない。  

   （１） 事業所の所在地の土地の登記事項証明書及び地積図  

   （２） 付近見取図（周辺利用状況及び隣接土地建物占有者を確認できるもの）  

（３）  主要道路からの搬入経路図  

（４）  建屋の平面図、立面図及び断面図  

（５）  事業所の配置図  

   （６） 施設の構造図及び処理能力計算書  

   （７） 標準作業書  

   （８） 説明会の開催結果を記載した書類  

   （９） その他市長が必要と認める書類  

 

（基 準）  

第６条 計画者は、施設の立地等に関する基準（別表）を遵守しなければならない。  

 

（審 査）  

第７条 市長は、事業計画書の提出があったときは、前条に規定する基準についての適合

状況を審査し、その結果を事前協議承認書（様式第３号）又は事前協議不承認書（様

式第４号）により計画者に通知する。  

 

（関係法令等）  

第８条 計画者は、当該事業及び事業の用に供する施設の設置に際し、関係法令等の適用

を受けるときは、所管する関係行政機関等の指導を受けなければならない。  

 

（施設の設置）  

第９条 計画者は、事前協議が終了し市長の承認を受けた後に、施設の設置に着工するも

のとする。  

 

（事前協議の有効期間）  

第 10 条 計画者は、事前協議承認書の交付日から１年以内に許可申請等を行わなかった

場合、市長が認める特段の理由がない限り再度事前協議を行わなければならない。 

 

    附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成１６年７月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 第２条各号に定める者であって、平成１６年７月１日以前から自動車の解体業又は破

砕業に該当する行為を行っている者については、平成１６年７月１日以降に事業所の所

在地、施設、面積等の変更を行っていない場合に限り、第３条、第４条、第５条８号及



び第６条の規定は適用しない。  

（適用除外）  

３ 大阪市産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設事前協議要綱に基づく手続きを同時

に行う場合については、第３条、第４条、第５条第８号及び第６条の規定は適用しない。  

 

    附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成１７年３月７日から施行する。  

 

    附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第６条関係）  

【施設の立地等に関する基準】  

立 地   都市計画法に規定する準工業地域・工業地域・工業専用地域内である

こと。  

周辺の状況   事業所の敷地境界から１００ｍの区域内に学校、病院、図書館、並び

に隣接する居住世帯が存在する場合には、周辺地域の生活環境保全につ

いて適正な対策がなされているとして市長が特に認めるものであるこ

と。  

搬入路   事業所への適切な搬入路を有し、かつ、搬入車両の通行により周辺地

域の生活環境に著しい影響がないものであること。  

敷地面積等   適切な作業及び継続して事業を行うことが可能な規模として、施設の

種類に応じて事業の用に供する面積を有していること。  

なお、敷地内に搬入車両が待避できる場所を有していること、並びに

敷地内の緑化に努めること。  

周辺地域への  

配慮  

 生活環境の保全の観点から、妥当、かつ地域に十分配慮されたもので

あるとして、合意形成に努めること。  

関係法令等   他法令の適用がある場合は、関係行政機関等の指導を受けているこ

と。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


